第８章　廃棄物管理に関する記録　

8.1　「船舶発生廃棄物記録簿への記載」

国際航海に従事する船舶のうち、総ﾄﾝ数 400ﾄﾝ以上の船舶及び最大搭載人員15人以上の船舶の船長は、海洋汚染防止法第10条の４の規定に基づき、廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業等について、その事実を正確に船舶発生廃棄物記録簿 (以下「記録簿」という。 ) に記載しなくてはならない。  {該当事項をチェック、空欄記入}

· 本船では記録簿への記載義務はない。

· 本船では記録簿への記載を行う。

記録簿への記載事項は、以下のとおりである。　{該当事項をチェック、空欄記入}

【記録簿に記載すべき事項】

· 焼却処理を行った廃棄物の種類

· 焼却処理を開始した日時及び船位 (緯度・経度・海域名)

· 焼却処理を終了した日時及び船位 (緯度・経度・海域名)

· 焼却処理を行った廃棄物の量

· 焼却処理を行った者の職名、氏名及び署名

· 排出を行った廃棄物の種類

· 排出を行った日時及び船位 (緯度・経度・海域名)

· 排出を行った廃棄物の量

· 排出を行った者の職名、氏名及び署名

· 陸揚げ又は他の船舶に移載を行った廃棄物の種類

· 陸揚げ又は他の船舶に移載を行った日時及び場所 (港名、船名、施設名等)

· 陸揚げ又は他の船舶に移載を行った廃棄物の量

· 陸揚げ先又は移載先船舶の業者名、船名、責任者の氏名及び署名

· 陸揚げ又は他の船舶への移載に立ち会った乗組員の職名、氏名及び署名

· 事故その他の理由による例外的な廃棄物の排出を行った際の日時及び船位

· 事故その他の理由による例外的な廃棄物の排出を行った際の廃棄物の種類及び量

· 事故その他の理由による例外的な廃棄物の排出を行った際の状況及び理由

· 上記の記載内容についての船長による確認の署名
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